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制 度 名 茨城県公立学校情報機器整備事業 
主管課名 

教育改革課・ 

ICT 教育推進室 

問合せ先 029-301-5308 

目的・趣旨 

 公立学校の学習者用コンピュータ等の情報機器の整備を円滑に実施する

ため、都道府県に基金を造成し、当該基金を活用して、都道府県を中心とし

た共同調達等を実施することにより、地方公共団体において、公立学校の情

報機器を効率的に整備するため。 

〔対象団体〕 

 市町村及びリース事業者 

 

〔対象事業〕 

GIGA スクール構想における 1 人 1 台端末及び入出力支援装置の整備事業 

 

〔補助要件等〕 

「茨城県公立学校情報機器整備事業補助金交付要綱」及び「GIGA スクール構想加速化基

金管理運営要領」によること。 

 

〔対象経費〕 

【公立学校情報機器購入事業（公立学校情報機器リース事業）】 

 学習者用コンピュータの整備又は更新に要する経費（情報機器の運搬費、情報機器の

設置・据え付け費を含む。） 

【公立学校入出力支援装置購入事業】 

 障害により情報機器の入出力自体に困難を抱えた児童生徒のための支援装置の更新

等に要する経費（情報機器の運搬費、情報機器の設置・据え付け費を含む） 

 

〔補助限度額等〕 

【公立学校情報機器購入事業（公立学校情報機器リース事業）】 

補助基準額１台当たり 55,000 円 

【公立学校入出力支援装置購入事業】 

  補助基準額 定額補助、下限額 10,000 円 

※詳細については別に定める「入出力支援装置の補助対象の目安」参照 

 

〔経費負担割合〕 

区   分 国 県 市町村 その他 

事業主体：市町村 

【公立学校情報機器購入事業】 

事業主体：市町村及びリース事業者 

【公立学校情報機器リース事業）】 

事業主体：市町村 

【公立学校入出力支援装置購入事業】 
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〔令和８年度当初予算額〕 

             2,049,185 千円 

〔令和８年度補助対象団体〕 

令和８年４月以降決定予定 

〔備考〕 

 


